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条約批准に向けて、国内法の整備を！

特別支援学級・学校については

どのように書かれているの？
原則は「あらゆる段階におけるｲﾝｸﾙｰｼﾌなﾞ教育制度」である

条約では、「あらゆる段階におけるインクルージブな教育制度および生涯学習」を「自己のすむ地域社会において」確保することが書かれています。つまり、システムとしてはインクルージブなものでなければならないと書かれています。「システムとしてのインクルージブ」は、学校教育だけでなく全生涯に渡って、たとえば就学前教育も学校卒業後の社会教育や就労のための学校においてもとにかくインクルージブなものでなければならないと決めています。
	第２４条
1 締約国は、教育についての障害のある人の権利を認める。締約国は、この権利を差別なしにかつ機会の平等を基礎として実現するため、あらゆる段階におけるインクルーシブな教育制度及び生涯学習であって、次のことを目的とするものを確保する。
（略）

2 締約国は、1の権利を実現するに当たり、次のことを確保する。

(a) 障害のある人が障害を理由として一般教育制度から排除されないこと、及び障害のある子どもが障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育又は中等教育から排除されないこと。

(b) 障害のある人が、他の者との平等を基礎として、自己の住む地域社会において、インクルーシブで質の高い無償の初等教育及び中等教育にアクセスすることができること。



では、通級や特別支援学級、特別支援学校はどう考えればいいの？

条約には次のような文言があります。
	(e) 完全なインクルージョンという目標に則して、学業面の発達及び社会性の発達を最大にする環境において、効果的で個別化された支援措置がとられること。



この項目の前には、(a)「障害を理由として一般教育制度から排除されないこと」（ｂ）「自己の住む地域社会において、インクルーシブで質の高い（略）教育にアクセスすることができること」(c)「 個人の必要に応じて合理的配慮が行われること」(d)「必要とする支援を一般教育制度内で受けること」が書かれています。
　その後に、「効果的で個別化された支援措置」について書かれています。この順序に留意すべきです。つまり、ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育が大原則である。そのための合理的配慮と必要な支援を行う。それでも困難な場合は、個別化された支援措置をとる、という順序です。

また、個別化された支援措置は、「完全なインクルージョン」という目標に即して行われるものであるとされています。つまり、通級や特別支援学級、特別支援学校への措置などの個別化された支援措置は、インクルージョンという目標に近づくために行われるもの、換言すれば普通学級で一緒に学習するための経過措置として考えるべきものであると解釈できます。
もちろん、選ぶのは本人や保護者である

条約では教育の目標について下のように書かれています。
	(a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己価値に対する意識を十分に開発すること。また、人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

(b) 障害のある人が、その人格、才能、創造力並びに精神的及び身体的な能力を最大限度まで発達させること。

(c) 障害のある人が、自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。



　教育の目標として、まずはじめに「人間の潜在能力」「尊厳」「自己価値に対する意識」の開発が書かれています。がいして、学校教育では（ｂ）の精神的・身体的な能力が重要視されてきましたが、その前に、「潜在能力」の開発、そして「人間の尊厳及び自己価値に対する意識を十分に開発する」ことが書かれていることは特筆すべきであるといっていいでしょう。教育とは能力の開発だけでなく、「自分は尊重されなければならないということ」「自分は価値ある人間であること」を十分に意識させることが教育の第一の目標としてかかげられているのです。
　本人や保護者が希望しないのに、障害を理由として通級や特別支援学級、特別支援学校へ措置された場合、このような自己の尊厳や自己価値に対する意識は低められることになります。この意味からも、個別の措置をする場合は、本人や保護者が希望した場合に限られます。
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障害者権利条約批准・インクルージブ教育推進ネットワーク：
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